
 

1 

 

 

2025年度 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 
許可申請に関する講習会テキスト 追補 

 

 

１. 委託契約書の記載事項の追加 
 令和７年４月 22 日に廃棄物処理法施行規則が改正され、契約書において伝達すべき情報として「廃棄物に
含まれ又は付着している第一種指定化学物質の名称及び数量又は割合に関する事項」が追加された（令和８年
１月１日施行）。 
 
⚫ 第４章「業務管理」 共通／収集・運搬テキストＰ235、表２.５に追記、修正（赤字） 

 

表２.５ 契約書の記載事項 
契約書の共通記載事項 

○（特別管理）産業廃棄物の処理を委託する際の契約書に必要な記載事項 

① 委託する（特別管理）産業廃棄物の種類及び数量 

② 委託契約の有効期間 

③ 委託者が受託者に支払う料金 

④ 受託者の事業の範囲 

⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報 

ア 性状及び荷姿に関する事項 

イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

エ 日本産業規格 C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に

関する事項 

オ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含

まれる場合にはその事項 

カ 廃棄物に含まれ又は付着している第一種指定化学物質の名称及び数量又は割合に関する事項 

カキ その他取扱いに関する注意事項 

 
⚫ 第４章「業務管理」 共通／収集・運搬テキストＰ238、９行目以降に追記、修正（赤字） 
オ 石綿含有産業廃棄物等が含まれる場合にはその事項 

石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、該当する種類のほかに「石綿含有産業廃棄物」であることを記載

する。また、水銀廃棄物が含まれる場合や「平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原

子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第 23 条第２

項」に規定する特定産業廃棄物が含まれる場合も同様である。 

カ 廃棄物に含まれ又は付着している第一種指定化学物質の名称及び数量又は割合に関する事項 

委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成 11 年法律第

86 号）第２条第５項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産

業廃棄物に同条第２項に規定する第一種指定化学物質（同法第５条第１項の規定により第一種指定化学物質

等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。）が含まれ、又は

付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又

は割合を記載する。 

カキ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 
 

※ 参考ページ 
 環境省資料「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」 
https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf  

 環境省説明動画 https://www.youtube.com/watch?v=IdpRdw0MDb8  
 官報（令和７年４月 22日） 
https://www.kanpo.go.jp/old/20250422/20250422h01450/20250422h014500001f.html 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/tsuuchi_20251222.pdf 
 

 

処理業 
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２. 廃棄物情報の提供に関するガイドラインの改訂 
 令和 7 年 12 月に「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が改訂され、上記の廃棄物処理法施行規則改
正の内容を追加、排出事業者と処理業者の双方向によるコミュニケーションの重要性の強調等が行われた。 
 
⚫ 第１章「廃棄物処理法概論」 共通／収集・運搬テキストＰ88、19～20行目を修正（赤字） 

「廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２３版）」 https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/ 
 
⚫ 第４章「業務管理」 共通／収集・運搬テキストＰ237、10～11行目を修正（赤字） 
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２３版）」に基づく「廃棄物データシート（WDS）」がある
（廃棄物情報の提供に関するガイドライン https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/を参照）。 

 
⚫ 第６章「収集・運搬」 共通／収集・運搬テキストＰ380、４行目を修正（赤字） 

（廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２３版）https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/を参照） 
 
⚫ 第９章「最終処分」 処分テキストＰ212、33～34 行目を修正（赤字） 

※詳細は「廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２３版）」を参照 
https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/ 

 
⚫ 資料集 Ｐ364、12～13行目を修正（赤字） 

（34）廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２３版） 
https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/ 
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